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特別損失の計上に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、著作権使用料の追加支払いを行う

ことを決議いたしました。これに伴い 2025 年 3 月期第 4 四半期において、下記のとおり特

別損失を計上することとなりましたので、合わせてお知らせいたします。 

 

記 

１．特別損失計上の概要 

当社は、複数の音楽サブスクリプションサービスの運用業務並びにデータサービス提供

を行いサービスの向上や付加価値の創出を継続的にサポートさせていただいております。 

このたび全社的な取り組みとして横断的なサービス運用フローの徹底的な見直し、BPR

（ビジネスプロセス・リエンジニアリング）による業務プロセス改善の過程において、特定

の１サービス事業者と行っている著作権使用料報告代行業務において音楽権利管理団体

（一般社団法人 日本音楽著作権協会（JASRAC）様、株式会社 NexTone 様）への報告内

容に齟齬（過払い、未払い）があることを発見し両団体様へその内容をご報告しました。 

現時点において過払いと見られる金額がおよそ 40百万円及び未払いと見られる金額がお

よそ 51 百万円あり、今期中に確定し得る未払金 51 百万円を特別損失として計上し権利団

体様に当社負担により支払いさせて頂くことといたしました。 

なお著作権報告代行業務は 特定の１サービスとなり他のサービスにおいて同様の事象

が該当する状況はございません。 

当社としては今後ともシステム・運用フローの強化に努め音楽市場の発展によりコミッ

トしてまいります。 

 

２. 今後の見通し 

上記は 2025 年 3 月期第 4 四半期決算において、特別損失に計上いたします。 2025 年 3

月期業績予想には織り込まれておりません。本件が当社業績へ与える影響につきましては、

今後適時にお知らせいたします。 

以 上 


